
熊本県立大学の学長の選考開始の公示 

 

公立大学法人熊本県立大学学長選考等規程第４条の規定に基づき、熊本県立大学の学長

の選考を開始するに当たり、必要な事項を下記のとおり公示する。  

 

令和３年（2021 年）６月３０日  

公立大学法人熊本県立大学学長選考会議  

 

記 

 

１ 選考の内容  

（１） 選考実施の理由 

現学長の任期が令和４年３月３１日で満了となるため、次期学長を選考するものである。 

   ＜参考＞学長の任期について 

・学長の任期：４年（１回に限り再任可。再任の場合は２年）（学長の任期に関する規程第 2条） 

      ・現学長の任期：令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで（再任任期） 

 

 (2) 選考の基準  

別紙「熊本県立大学の次期学長に求められる資質・能力について」のとおり 

 

２ 選考手続きの概要  

 (1) 選考方法  

   学長選考会議に推薦された学長候補者の中から、書類及び面接審査により学長選考会議

が選考を行う。 

   意向調査を行う場合、その結果は審査の参考とする。 

 

 (2) 学長候補者を推薦できる機関等 

   学長候補者を推薦できる機関又は者は、次のとおりとする。  

① 経営会議は、２人以内の学長候補者を推薦するものとする。 

② 教育研究会議は、２人以内の学長候補者を推薦するものとする。 

③ 常勤職員（公立大学法人熊本県立大学職員就業規則第２条第１項各号に掲げる者 (注）

で常勤の者。ただし、学長選考会議の委員を除く。）は、１０人以上の連署をもって、１人

の学長候補者を推薦することができる。なお、同一の推薦人が複数の学長候補者の推

薦を行った場合は、当該推薦人に係る署名はすべて無効とする。   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(注） ２（２）の③中、「公立大学法人熊本県立大学職員就業規則第２条第１項各号に掲げる者」とは、本法

人に勤務する「教授、准教授、助教、講師及び助手（教育職員）」並びに「事務職員及び技能職員（事務職

員等）」である。 



３ 選考日程  

（１）学長候補者の推薦手続  

    学長候補者の推薦は、推薦する学長候補者の同意を得て、次のとおり学長選考会議に

書類を提出することにより行うものとする。 

① 提出書類 

    ア 上記２（２）①又は②の場合 

・ 学長候補者推薦書（公立大学法人熊本県立大学学長選考等規程施行細則（以下「細則」

という。）の様式１） 

・ 推薦理由書（細則の様式３） 

    イ 上記２（２）③の場合 

・ 学長候補者推薦書（細則の様式２－１） 

・ 学長候補者推薦人名簿（細則の様式２－２） 

・ 推薦理由書（細則の様式３） 

② 受付期間 

令和３年（2021 年）８月２５日(水)から令和３年（2021 年）９月２２日(水)まで 

     ※ 受付時間は、平日の８時３０分から１７時１５分まで（１２時２０分から１３時２０分ま

でを除く）とする。 

③ 提出先 

学長選考会議事務局（事務局企画調整室） 

   ④ 学長候補者の氏名等の公表 

学長選考会議は、推薦が適正であると認めたときは、学長候補者の氏名、年齢、現在

の職、推薦機関名又は代表推薦人氏名及び所信表明書（細則の様式５）を、ホームペー

ジに掲載することにより公表する。 

 

（２）被推薦者の書類提出  

    推薦された学長候補者は、令和３年（2021 年）１０月５日（火）までに、次の書類を上記

（１）③の提出先に提出するものとする。 

   ① 履歴書（細則の様式４） 

   ② 所信表明書（細則の様式５） 

 

（３）選考時期 

学長選考会議は、令和３年（２０２１年）１２月末日までに選考を終了する。  

 

（４）選考結果の公表 

   学長選考会議は、選考された者の氏名、年齢及び略歴並びに選考理由、任期及び選考

経過を、ホームページに掲載することにより公表する。 


